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（日中系・居住系・障害児支援） 
令和 7年 3 月 21 日 

障害福祉サービス等に係る事業者説明会 

千葉市障害福祉サービス課 

 

 

地域連携推進会議について 
 

令和 6 年度障害福祉サービス等報酬改定により、障害者支援施設

及び共同生活援助事業所において、地域との連携等に資するため、地

域連携推進会議の開催及び地域連携推進会議の構成員が当該事業所

を見学する機会を設けることが義務付けられました（令和 6 年度は

経過措置による努力義務）。 

 これを受けて、厚生労働省において令和 5 年度障害者総合福祉推

進事業「障害者支援施設及び共同生活援助におけるサービスの質の

確保のために必要な取組についての調査研究」を実施し、『地域連携

推進会議の手引き』が作成されております。 

 各事業所におかれましては、下記のＵＲＬの資料を参照いただき、

地域連携推進会議の開催などにお取り組みいただきますようお願い

いたします。 

 

【ＵＲＬ】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41992.html 

 

 なお、原則として本市職員は個別の会議への出席はいたしません。

ご了承ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41992.html

